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医療系介護報酬改定早見表（2019 年 10 月実施予定） 
 

2019 年 10 月より実施予定の介護報酬及び区分支給限度基準額の改定内容が３月 28 日に官報

告示された。 

告示に基づいて、区分支給限度基準額と、医療系介護報酬（居宅療養管理指導、訪問看護、訪

問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅介護支援費、短期入所療養介護、介護老

人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院）の改定単位数の早見表を作成したので紹介する。 

なお、地域区分及び１単位の単価には変更がない。 

 

今回の改定は、介護職員等特定処遇改善加算を除き 10月実施予定の消費税への対応分として

実施されるものであり、介護事業所の経営改善に資するものではなく、かつ消費税増税分に完全

に対応できているかどうかも不明である。 

また、1,000億円程度を投じて新設した介護職員等特定処遇改善加算も、介護をめぐる厳しい

経営状況を改善して雇用を改善するには不十分である。 

保団連は、消費税増税を中止するとともに、公費負担を強化して診療報酬・介護報酬の引き上

げ・改善を求めている。 

 

Ⅰ 区分支給限度基準額の改定 …………………………………………  ２頁 
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  Ⅰ 区分支給限度基準額の改定 

 

要介護度 現行 2019年10月１日以降 単位数差 

要支援 
１ 5,003単位  ５，０３２単位  ＋29単位  

２ 10,473単位  １０，５３１単位  ＋58単位  

要介護 

１ 16,692単位  １６，７６５単位  ＋73単位  

２ 19,616単位  １９，７０５単位  ＋89単位  

３ 26,931単位  ２７，０４８単位  ＋117単位  

４ 30,806単位  ３０，９３８単位  ＋132単位  

５ 36,065単位  ３６，２１７単位  ＋152単位  

 

 

 

Ⅱ 居宅介護支援費の改定 

※加算・減算に変更はない。 

 

■ 介護予防支援費 [要支援の単位数（１月につき）]  
 

要支援１又は２ 430→４３１ 

 

■ 居宅介護支援費 [要介護の単位数（１月につき）] 
 

 
居宅介護支援費（Ⅰ） 

取扱件数40未満 

居宅介護支援費（Ⅱ） 

取扱件数40以上60未満 

居宅介護支援費（Ⅲ） 

取扱件数60以上 

要介護１又は２ 1,053→１,０５７ 527→５２９ 316→３１７ 

要介護３～５ 1,368→１,３７３ 684→６８６ 410→４１１ 
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Ⅲ 医療系介護報酬（居宅サービス）の改定 

 

１．居宅療養管理指導費（介護予防居宅療養管理指導費・居宅療養管理指導費共通） 

 

 [要支援・要介護共通の単位数] 

（１回につき） 
「単一建物居住者」の人数 

１人 ２～９人 10人以上 

医師（月２回まで） 
居宅療養管理指導費（Ⅰ） 507→５０９ 483→４８５ 442→４４４ 

居宅療養管理指導費（Ⅱ） 294→２９５ 284→２８５ 260→２６１ 

歯科医師（月２回まで） 507→５０９ 483→４８５ 442→４４４ 

薬剤師 

病院・診療所（月２回ま

で） 
558→５６０ 414→４１５ 378→３７９ 

薬局（月４回まで） 507→５０９ 376→３７７ 344→３４５ 

管理栄養士（月２回まで） 537→５３９ 483→４８５ 442→４４４ 

歯科衛生士等（月４回まで） 355→３５６ 323→３２４ 295→２９６ 

※ 加算に変更はない。 

 

 

２．訪問看護費（介護予防訪問看護費・訪問看護費）  

 

 [要支援・要介護別の単位数] 

（１回につき） 

訪問看護ステーション 病院・診療所 

介護予防訪問看護 

（要支援） 

訪問看護 

（要介護） 

介護予防訪問看護 

（要支援） 

訪問看護 

（要介護） 

20分未満  300→  ３０１  311→  ３１２ 253→２５４ 263→２６４ 

30分未満  448→  ４４９  467→  ４６９ 379→３８０ 396→３９７ 

１時間未満  787→  ７９０  816→  ８１９ 548→５５０ 569→５７１ 

１時間30分未満 1,080→１,０８４ 1,118→１,１２２ 807→８１０ 836→８３９ 

理学療法士等  286→  ２８７  296→  ２９７   
 

（１月につき） 要介護者のみ 単位 

定期巡回・随時対応型訪問看護と連携 2,935→２，９４５ 

※ 准看護師による場合は90/100で算定する。加算・減算に変更はない。 

 

 

３．訪問リハビリテーション費 

（介護予防訪問リハビリテーション費・訪問リハビリテーション費共通）  

                 

 [要支援・要介護共通の単位数] 

（１回につき） 290→２９２ 

※ 病院・診療所、老健、介護医療院共通。加算・減算に変更はない。 
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４．通所リハビリテーション  

※病院・診療所、老健、介護医療院共通。介護職員等特定処遇改善加算新設以外に、加算・減算に変更はない。 

 

■ 介護予防通所リハビリテーション費 [要支援者の単位数]   

 要支援１ 要支援２ 

（１月につき） 1,712→１，７２１ 3,615→３，６３４ 

 

■ 通所リハビリテーション費 [要介護者の単位数] 
 

通常規模型通所リハビリテーション費 【月平均利用延人数750人以内】 
 

(１回につき) 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１～２時間未満 329→３３１ 358→３６０ 388→３９０   417→  ４１９   448→  ４５０ 

２～３時間未満 343→３４５ 398→４００ 455→４５７   510→  ５１３   566→  ５６９ 

３～４時間未満 444→４４６ 520→５２３ 596→５９９   693→  ６９７   789→  ７９３ 

４～５時間未満 508→５１１ 595→５９８ 681→６８４   791→  ７９５   900→  ９０５ 

５～６時間未満 576→５７９ 688→６９２ 799→８０３   930→  ９３５ 1,060→１,０６５ 

６～７時間未満 667→６７０ 797→８０１ 924→９２９ 1,076→１,０８１ 1,225→１,２３１ 

７～８時間未満 712→７１６ 849→８５３ 988→９９３ 1,151→１,１５７ 1,310→１,３１７ 

 

大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)  【月平均利用延人数750人超900人以内】 
 

(１回につき) 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１～２時間未満 323→３２５ 354→３５６ 382→３８４   411→   ４１３   441→   ４４３ 

２～３時間未満 337→３３９ 392→３９４ 448→４５０   502→   ５０５   558→   ５６１ 

３～４時間未満 437→４３９ 512→５１５ 587→５９０   682→   ６８５   777→   ７８１ 

４～５時間未満 498→５０１ 583→５８６ 667→６７０   774→   ７７８   882→   ８８７ 

５～６時間未満 556→５５９ 665→６６８ 772→７７６   899→   ９０４ 1,024→１,０２９ 

６～７時間未満 650→６５３ 777→７８１ 902→９０７ 1,049→１,０５４ 1,195→１,２０１ 

７～８時間未満 688→６９２ 820→８２４ 955→９６０ 1,111→１,１１７ 1,267→１,２７３ 

 

大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)  【月平均利用延人数900人超】 
 

(１回につき) 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１～２時間未満 316→３１８ 346→３４８ 373→３７５   402→   ４０４   430→   ４３２ 

２～３時間未満 330→３３２ 384→３８６ 437→４３９   491→   ４９３   544→   ５４７ 

３～４時間未満 426→４２８ 500→５０３ 573→５７６   666→   ６６９   759→   ７６３ 

４～５時間未満 480→４８２ 563→５６６ 645→６４８   749→   ７５３   853→   ８５７ 

５～６時間未満 537→５４０ 643→６４６ 746→７５０   870→   ８７４   991→   ９９６ 

６～７時間未満 626→６２９ 750→７５４ 870→８７４ 1,014→１,０１９ 1,155→１,１６１ 

７～８時間未満 664→６６７ 793→７９７ 922→９２７ 1,057→１,０８０ 1,225→１,２３１ 
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●介護職員等特定処遇改善加算（新設） [要支援・要介護共通] 

加算種別 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

1．算定単位 算定単位数の1000分の20加算 算定単位数の1000分の17加算 

2．加算要件 

(1)介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）のいずれかを算定している。 
(2)介護職員等特定処遇改善計画書届出の前月までに、平成31年４月12日付、老発0412第8

号通知12頁の表３に掲げる「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の
３区分ごとに１以上の処遇改善を実施し、すべての職員に周知している。 

(3)特定加算の取得状況及び賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容について
インターネットの利用その他の適切な方法により公表している（2020年度より実施で
可）。 

(4)特定加算の算定額に相当する職員の賃金改善計画を定めて実施する。なお、職員の賃
金改善計画は、3.分配要件を満たす。 
① 当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画

等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全職員に周知し、都道府県知
事又は市区町村長に届け出ている。 

② 事業年度ごとに「介護職員等特定処遇改善実績報告書」を都道府県知事に提出し、
２年間保管する。 

③ 特別の事情がある場合を除き、賃金水準を低下させてはならない。 

(5)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定
している 

 

3．分配要件 

(1)職員を、勤続10年以上等の介護福祉士（ａグループ），ａグループに入らない介護職員
（ｂグループ），介護職員以外の職種（ｃグループ）に分け、特定加算収入を次のいず
れかの分配とする。 

① ａグループのみに分配する。 
② ａグループとｂグループに分配する場合、ｂグループはａグループの半分以下とす

る。 
③ ａとｂとｃのすべてのグループに分配する場合、ｂグループはａグループの半分以

下、ｃグループはｂグループの半分以下とする。 
(2)各グループへの分配された特定加算収入のグループ内での各職員への配分は、経営者の

裁量による。ただし、次を満たす必要がある。 
① ａグループのうち１人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額８万円以上又

は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上である。 
② ｃグループへの支給は、すでに年収が440万円以上の職員には支給出来ない。 

4．届出 

特定加算を取得する年度の前年度の２月末日（2019 年度にあっては８月末日）までに、

介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に提

出する。 

ただし、年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得し

ようとする月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出する。 

5．その他 

下記の支援事業があるので、確認されたい。 

①「平成31年度介護職員処遇改善加算取得促進支援事業」加算の取得及び上位区分の取得支援 

②「人材確保等支援助成金」（下記アドレス参照） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292.html 

 介護職員等特定処遇改善加算については、介護保険最新情報Vol.719（4/12）で、「介護職員等特定処

遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019 年度介護

報酬改定に関する Q＆A（Vol.１）」が、介護保険最新情報Vol.734（7/23）で、「2019 年度介護報酬改

定に関する Q＆A（Vol.2）示されている。介護保険最新情報は下記ホームページを参照いただきたい。 

 介護保険最新情報Vol.719（Q&A-Vol.１） 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/04151130459/ksvol719.pdf 
 介護保険最新情報Vol.734（Q&A-Vol.2） 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0723150802628/ksvol734.pdf 
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Ⅳ 短期入所療養介護／施設サービス費の改定 

 

１．介護老人保健施設  

※緊急時治療管理及び介護職員等特定処遇改善加算の新設以外に、加算・減算に変更はない。 

 

１－１．従来型老人保健施設（基本型）＜看護＋介護３：１＞               

 

（1）短期入所療養介護費（Ⅰ）（ショートステイ）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 従来型個室 多床室 

機能 （Ⅰ）（ⅰ）基本型 （Ⅰ）（ⅱ）在宅強化型 （Ⅰ）（ⅲ）基本型 （Ⅰ）（ⅳ）在宅強化型 

要支援１   578→  ５８０   619→  ６２１   611→  ６１３   658→  ６６０ 

要支援２   719→  ７２１   759→  ７６２   765→  ７６８   813→  ８１６ 

要介護１   753→  ７５５   794→  ７９７   826→  ８２９   873→  ８７６ 

要介護２   798→  ８０１   865→  ８６８   874→  ８７７   947→  ９５０ 

要介護３   859→   ８６２   927→   ９３０   935→   ９３８  1,009→１，０１２ 

要介護４   911→    ９１４   983→    ９８６   986→    ９８９  1,065→１，０６８ 

要介護５    962→    ９６５  1,038→１，０４１  1,039→１，０４２  1,120→１，１２４ 

病室種別 
ユニット型個室（ⅰ）・（ⅱ） 

ユニット型個室的多床室（ⅲ）・（ⅳ） 

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費 

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単位） 

機能 
（Ⅰ）（ⅰ）、（Ⅰ）（ⅲ） 

基本型 

（Ⅰ）（ⅱ）、（Ⅰ）（ⅳ） 

在宅強化型 

３時間以上４

時間未満 

４時間以上

６時間未満 

６時間以上８時間未

満 

要支援１   621→  ６２３   666→  ６６８ 
要支援は、算定不可 

要支援２   778→  ７８１   823→  ８２６ 

要介護１   832→  ８３５   877→  ８８０ 

654→６５６ 905→９０８ 1,257→１，２６１ 

要介護２   877→  ８８０   951→  ９５４ 

要介護３   939→   ９４２  1,013→１，０１６ 

要介護４   992→    ９９５  1,069→１，０７２ 

要介護５   1,043→１，０４６  1,124→１，１２８ 

 

●緊急時施設療養費の㈠緊急時治療管理（１日につき） 

緊急時治療管理 511→５１８ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→ 算定単位数の1000分の21加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→ 算定単位数の1000分の17加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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（2）施設サービス費（Ⅰ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]            
 

病室種別 従来型個室 多床室 

機能 （Ⅰ）（ⅰ）基本型 （Ⅰ）（ⅱ）在宅強化型 （Ⅰ）（ⅲ）基本型 （Ⅰ）（ⅳ）在宅強化型 

要介護１   698→  ７０１   739→  ７４２   771→  ７７５   818→  ８２２ 

要介護２   743→  ７４６   810→  ８１４   819→  ８２３   892→  ８９６ 

要介護３   804→   ８０８   872→   ８７６   880→   ８８４   954→  ９５９ 

要介護４   856→    ８６０   928→    ９３２   931→    ９３５  1,010→１，０１５ 

要介護５    907→    ９１１   983→    ９８８   984→    ９８９  1,065→１，０７０ 

病室種別 
ユニット型個室（ⅰ）・（ⅱ） 

ユニット型個室的多床室（ⅲ）・（ⅳ） 

 

機能 
（Ⅰ）（ⅰ）、（Ⅰ）（ⅲ） 

基本型 

（Ⅰ）（ⅱ）、（Ⅰ）（ⅳ） 

在宅強化型 

要介護１   777→  ７８１   822→  ８２６ 

要介護２   822→  ８２６   896→  ９００ 

要介護３   884→   ８８８   958→  ９６２ 

要介護４   937→    ９４１  1,014→１，０１９ 

要介護５    988→  ９９３  1,069→１，０７４ 

 

●緊急時施設療養費の㈠緊急時治療管理（１日につき） 

緊急時治療管理 511→５１８ 

 

●所定疾患施設療養費（施設サービスのみ）（１日につき） 

所定疾患施設療養費（Ⅰ） 235→２３９ 

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 475→４８０ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→ 算定単位数の1000分の21加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→ 算定単位数の1000分の17加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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１－２．介護療養型老人保健施設（看護職員常時配置）＜看護＋介護３：１＞              

 

（1）短期入所療養介護費（Ⅱ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）]     
 

病室種別 （Ⅱ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅱ）（ⅱ）多床室 

（Ⅱ）（ⅰ）ユニット型個室 

（Ⅱ）（ⅱ）ユニット型個室

的多床室 

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単位） 

３時間以上

４時間未満 

４時間以上６

時間未満 

６時間以上８時

間未満 

要支援１  582→  ５８４ 619→  ６２１  649→  ６５１ 
要支援は、算定不可 

要支援２ 723→  ７２５ 774→  ７７７  806→  ８０９ 

要介護１ 778→  ７８１ 855→  ８５８  940→  ９４３ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０８ 

1,257 

↓ 

１,２６１ 

要介護２  859→  ８６２ 937→  ９４０ 1,021→ １,０２４ 

要介護３  972→  ９７５ 1,051→ １,０５４ 1,134→ １,１３８ 

要介護４ 1,048→ １,０５１ 1,126→ １,１３０ 1,210→ １,２１４ 

要介護５ 1,122→ １,１２６ 1,200→ １,２０４ 1,284→ １,２８８ 

 

●緊急時施設療養費の㈠緊急時治療管理（１日につき） 
緊急時治療管理 511→５１８ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→ 算定単位数の1000分の21加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→ 算定単位数の1000分の17加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 
 

（2）施設サービス費（Ⅱ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]           
 

病室種別 （Ⅱ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅱ）（ⅱ）多床室 
（Ⅱ）（ⅰ）ユニット型個室 

（Ⅱ）（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要介護１  723→  ７２６  800→  ８０４  885→  ８８９ 

要介護２  804→  ８０８  882→  ８８６ 966→   ９７１ 

要介護３   917→  ９２１   996→ １,００１  1,079→ １,０８４ 

要介護４   993→   ９９８  1,071→ １,０７６  1,155 →１,１６０ 

要介護５  1,067→ １,０７２  1,145→ １,１５０  1,229→ １,２３５ 

 

●緊急時施設療養費の㈠緊急時治療管理（１日につき） 
緊急時治療管理 511→５１８ 

 

●所定疾患施設療養費（施設サービスのみ）（１日につき） 
所定疾患施設療養費（Ⅰ） 235→２３９ 

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 475→４８０ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→ 算定単位数の1000分の21加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→ 算定単位数の1000分の17加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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１－３．介護療養型老人保健施設（看護職員夜間オンコール）＜看護＋介護３：１＞           

  

（1）短期入所療養介護費（Ⅲ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）]     
 

病室種別 （Ⅲ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅲ）（ⅱ）多床室 

（Ⅲ）（ⅰ）ユニット型 

（Ⅲ）（ⅱ）ユニット型個室

的多床室 

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単位） 

３時間以上

４時間未満 

４時間以上６

時間未満 

６時間以上８時

間未満 

要支援１ 582→  ５８４ 619→  ６２１ 649→  ６５１ 
要支援は、算定不可 

要支援２  723→  ７２５ 774→  ７７７ 806→  ８０９ 

要介護１ 778→  ７８１ 855→  ８５８ 940→  ９４３ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０８ 

1,257 

↓ 

１,２６１ 

要介護２  853→  ８５６ 931→  ９３４ 1,015→ １,０１８ 

要介護３  946→  ９４９ 1,024→ １,０２７ 1,108→ １,１１２ 

要介護４ 1,021→ １,０２４ 1,098→ １,１０２ 1,183→ １,１８７ 

要介護５ 1,095→ １,０９９ 1,173→ １,１７７ 1,257→ １,２６１ 

 

●緊急時施設療養費の㈠緊急時治療管理（１日につき） 
緊急時治療管理 511→５１８ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→ 算定単位数の1000分の21加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→ 算定単位数の1000分の17加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

（2）施設サービス費（Ⅲ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]           
 

病室種別 （Ⅲ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅲ）（ⅱ）多床室 
（Ⅲ）（ⅰ）ユニット型 

（Ⅲ）（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要介護１  723→  ７２６  800→  ８０４  885→  ８８９ 

要介護２  798→  ８０２  876→  ８８０ 960→   ９６４ 

要介護３   891→  ８９５    969→   ９７４  1,053→ １,０５８ 

要介護４    966→    ９７１  1,043→ １,０４８  1,128→ １,１３３ 

要介護５  1,040→ １,０４５  1,118→ １,１２３  1,202→ １,２０８ 

 

●緊急時施設療養費の㈠緊急時治療管理（１日につき） 
緊急時治療管理 511→５１８ 

 

●所定疾患施設療養費（施設サービスのみ）（１日につき） 
所定疾患施設療養費（Ⅰ） 235→２３９ 

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 475→４８０ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→ 算定単位数の1000分の21加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→ 算定単位数の1000分の17加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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１－４．介護老人保健施設（基本型の在宅復帰・在宅療養支援等指標要件を満たせない場合） 

＜看護＋介護３：１＞ 
 

（1）短期入所療養介護費（Ⅳ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）]    
 

病室種別 （Ⅳ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅳ）（ⅱ）多床室 

（Ⅳ）（ⅰ）ユニット型 

（Ⅳ）（ⅱ）ユニット型個

室的多床室 

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（日

帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単位） 

３時間以上４

時間未満 

４時間以上

６時間未満 

６時間以上８時間

未満 

要支援１   566→  ５６８   599→  ６０１  609→  ６１１ 
要支援は、算定不可 

要支援２   705→  ７０７   750→  ７５２  762→  ７６４ 

要介護１   739→  ７４１   811→  ８１３  816→  ８１８ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０８ 

1,257 

↓ 

１,２６１ 

要介護２   783→  ７８５   858→  ８６１  861→  ８６４ 

要介護３   843→   ８４６   917→   ９２０  921→   ９２４ 

要介護４   894→    ８９７   967→    ９７０  973→    ９７６ 

要介護５    944→    ９４７  1,019→１，０２２ 1,023→１，０２６ 

 

●緊急時施設療養費の㈠緊急時治療管理（１日につき） 

緊急時治療管理 511→５１８ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→ 算定単位数の1000分の21加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→ 算定単位数の1000分の17加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

（2）施設サービス費（Ⅳ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]          
 

病室種別 （Ⅳ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅳ）（ⅱ）多床室 
（Ⅳ）（ⅰ）ユニット型 

（Ⅳ）（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要介護１   684→  ６８７   756→  ７５９   761→  ７６４ 

要介護２   728→  ７３１   803→  ８０７   806→  ８１０ 

要介護３   788→   ７９２   862→   ８６６   866→   ８７０ 

要介護４   839→    ８４３   912→    ９１６   918→    ９２２ 

要介護５    889→    ８９３    964→    ９６８    968→    ９７２ 

 

●緊急時施設療養費の㈠緊急時治療管理（１日につき） 
緊急時治療管理 511→５１８ 

 

●所定疾患施設療養費（施設サービスのみ）（１日につき）  
所定疾患施設療養費（Ⅰ） 235→２３９ 

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 475→４８０ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→ 算定単位数の1000分の21加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→ 算定単位数の1000分の17加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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２．介護療養型医療施設（病院）  

※特定診療費の重度療養管理及び介護職員等特定処遇改善加算の新設以外に、加算・減算に変更はない。 
 

２－１．病院療養療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）、療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）＜看護６：１＋介護４：１＞ 

 

（1）病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）]    
 

病室種別 【従来型個室】 

機能 （Ⅰ）（ⅰ）従来型 （Ⅰ）（ⅱ）療養機能強化型 A （Ⅰ）（ⅲ）療養機能強化型 B 

要支援１  523→   ５２５  551→   ５５３  541→   ５４３ 

要支援２  657→   ６５９  685→   ６８７  675→   ６７７ 

要介護１  691→   ６９３  719→   ７２１  709→   ７１１ 

要介護２  794→   ７９６  827→   ８３０  815→   ８１８ 

要介護３  1,017→ １,０２０  1,060→ １,０６３  1,045→ １,０４８ 

要介護４  1,112→ １,１１５  1,159→ １,１６３  1,142→ １,１４６ 

要介護５  1,197→ １,２０１  1,248→ １,２５２  1,230→ １,２３４ 

病室種別 【多床室】 

機能 （Ⅰ）（ⅳ）従来型 （Ⅰ）（ⅴ）療養機能強化型 A （Ⅰ）（ⅵ）療養機能強化型 B 
要支援１  579→   ５８１  612→   ６１４  600→   ６０２ 

要支援２  734→   ７３６  767→   ７６９  755→   ７５７ 

要介護１  795→   ７９７  828→   ８３１  816→   ８１９ 

要介護２  898→   ９０１  936→   ９３９  923→   ９２６ 

要介護３  1,121→ １,１２４  1,169→ １,１７３  1,152→ １,１５６ 

要介護４  1,216→ １,２２０  1,268→ １,２７２  1,249→ １,２５３ 

要介護５  1,301→ １,３０５  1,357→ １,３６１  1,337→ １,３４１ 

病室種別 【ユニット型個室・ユニット型個室的多床室】 

機能 
（Ⅰ）（Ⅳ） （Ⅱ）（Ⅴ） （Ⅲ）（Ⅵ） 経過型 

（Ⅰ）（Ⅱ） 従来型 療養機能強化型 A 療養機能強化型 B 

要支援１  605→  ６０７  633→  ６３５  623→  ６２５  605→  ６０７ 

要支援２  762→  ７６４  790→  ７９２  780→  ７８２  762→  ７６４ 

要介護１  817→  ８２０  845→  ８４８  835→  ８３８  817→  ８２０ 

要介護２  920→  ９２３  953→  ９５６  941→  ９４４  920→  ９２３ 

要介護３ 1,143→ １,１４７ 1,186→ １,１９０ 1,171→ １,１７５ 1,056→ １,０５９ 

要介護４ 1,238→ １,２４２ 1,285→ １,２８９ 1,268→ １,２７２ 1,141→ １,１４５ 

要介護５ 1,323→ １,３２７ 1,374→ １,３７８ 1,356→ １,３６０ 1,226→ １,２３０ 

 特定病院療養病床短期入所療養介護費（日帰りショート）（機能・要介護度に関係なく同単位数）要介護のみ 

３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

654→６５６ 905→９０８ 1,257→１,２６１ 
 

●特定診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ）（１日につき） 

重度療養管理 １２３→１２５ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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（2）療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]  
 

病室種別 【従来型個室】 

機能 （Ⅰ）（ⅰ）従来型 （Ⅰ）（ⅱ）療養機能強化型 A （Ⅰ）（ⅲ）療養機能強化型 B 

要介護１ 641→   ６４５  669→    ６７３ 659→   ６６３ 

要介護２ 744→   ７４８  777→    ７８２ 765→   ７６９ 

要介護３ 967→   ９７３ 1,010→   １,０１６  995→  １,００１ 

要介護４ 1,062→  １,０６８ 1,109→   １,１１５ 1,092→   １,０９８ 

要介護５ 1,147→  １,１５４ 1,198→   １,２０５ 1,180→  １,１８７ 

病室種別 【多床室】 

機能 （Ⅰ）（ⅳ）従来型 （Ⅰ）（ⅴ）療養機能強化型 A （Ⅰ）（ⅵ）療養機能強化型 B 

要介護１  745→   ７４９  778→   ７８３  766→   ７７０ 

要介護２  848→   ８５３  886→   ８９１  873→   ８７８ 

要介護３ 1,071→  １,０７７ 1,119→  １,１２６ 1,102→  １,１０８ 

要介護４ 1,166→  １,１７３ 1,218→  １,２２５ 1,199→  １,２０６ 

要介護５ 1,251→  １,２５８ 1,307→  １,３１５ 1,287→  １,２９５ 

病室種類 【ユニット型個室・ユニット型個室的多床室】 

機能 
（Ⅰ）（Ⅳ） （Ⅱ）（Ⅴ） （Ⅲ）（Ⅵ） 経過型 

（Ⅰ）（Ⅱ） 従来型 療養機能強化型 A 療養機能強化型 B 

要介護１  767→  ７７１   795→   ８００  785→   ７９０  767→  ７７１ 

要介護２  870→   ８７５   903→   ９０８  891→   ８９６  870→   ８７５ 

要介護３ 1,093→ １,０９９ 1,136→ １,１４３ 1,121→ １,１２８ 1,006→ １,０１２ 

要介護４ 1,188→ １,１９５ 1,235→ １,２４２ 1,218→ １,２２５ 1,091→ １,０９７ 

要介護５ 1,273→ １,２８０ 1,324→ １,３３２ 1,306→ １,３１４ 1,176→ １,１８３ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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２－２．病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）＜看護６：１＋介護５：１＞                   

  

（1）病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）（短期入所） [要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 従来型個室 多床室 

機能 （Ⅱ）（ⅰ）従来型 （Ⅱ）（ⅱ）療養機能強化型 B （Ⅱ）（ⅲ）従来型 （Ⅱ）（ⅳ）療養機能強化型 B 

要支援１  492→   ４９４  507→  ５０９  550→   ５５２  568→   ５７０ 

要支援２  617→   ６１９  632→  ６３４  696→   ６９８  714→   ７１６ 

要介護１  636→  ６３８  651→  ６５３  741→  ７４３  759→   ７６１ 

要介護２  739→   ７４１  757→  ７５９  844→  ８４７  864→   ８６７ 

要介護３  891→   ８９４  912→  ９１５  995→  ９９８ 1,019→ １,０２２ 

要介護４ 1,037→ １,０４０ 1,062→ １,０６５ 1,142→ １,１４６ 1,169→ １,１７３ 

要介護５ 1,077→ １,０８０ 1,103→ １,１０６ 1,181→ １,１８５ 1,209→ １,２１３ 

 特定病院療養病床短期入所療養介護費（日帰りショート）（機能・要介護度に関係なく同単位数）要介護のみ 

３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

654→６５６ 905→９０８ 1,257→１,２６１ 

 

●特定診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ）（１日につき） 

重度療養管理 １２３→１２５ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 

 

（2）療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]  
  

病室種別 従来型個室 多床室 

機能 （Ⅱ）（ⅰ）従来型 （Ⅱ）（ⅱ）療養機能強化型 B （Ⅱ）（ⅲ）従来型 （Ⅱ）（ⅳ）療養機能強化型 B 

要介護１   586→   ５８９   601→   ６０５  691→  ６９５   709→   ７１３ 

要介護２   689→   ６９３   707→   ７１１  794→  ７９９   814→   ８１９ 

要介護３   841→   ８４６   862→   ８６７  945→  ９５１   969→   ９７５ 

要介護４   987→  ９９３ 1,012→ １,０１８ 1,092→ １,０９８ 1,119→ １,１２６ 

要介護５ 1,027→ １,０３３ 1,053→ １,０５９ 1,131→ １,１３８ 1,159→ １,１６６ 

  

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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２－３．病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅲ）療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）＜看護６：１＋介護６：１＞  

 

（1）病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅲ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
  

 病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅲ） 

特定病院療養病床短期入所療養介護費 

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単

位） 
病室種別 （Ⅲ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅲ）（ⅱ）多床室 ３時間以上４

時間未満 

４時間以上６

時間未満 

６時間以上８

時間未満 機能 従来型 従来型 

要支援１ 476→  ４７７  534→   ５３６ 
要支援は、算定不可 

要支援２ 594→  ５９６  674→  ６７６ 

要介護１ 614→  ６１６ 720→  ７２２ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０８ 

1,257 

↓ 

１,２６１ 

要介護２ 720→  ７２２ 825→  ８２８ 

要介護３ 863→  ８６６ 969→  ９７２ 

要介護４ 1,012→ １,０１５ 1,118→ １,１２１ 

要介護５ 1,051→ １,０５４ 1,157→ １,１６１ 

 

●特定診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ）（１日につき） 

重度療養管理 １２３→１２５ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 

（2）療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ） （施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]  
  

 療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ） 

病室種別 （Ⅲ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅲ）（ⅱ）多床室 

機能 従来型 従来型 

要介護１  564→   ５６７   670→   ６７４ 

要介護２  670→   ６７４   775→   ７８０ 

要介護３  813→   ８１８   919→   ９２４ 

要介護４  962→   ９６８ 1,068→ １,０７４ 

要介護５ 1,001→ １,００７ 1,107→ １,１１３ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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２－４．病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ・Ⅱ）、療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅰ・Ⅱ） 

＜看護６：１＋介護４：１、看護８：１＋介護４：１＞ 

 

（１）病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ・Ⅱ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

看護単位 （Ⅰ）６：１看護＋４：１介護 （Ⅱ）８：１看護＋４：１介護 

病室種別 （ⅰ）従来型個室 （ⅱ）多床室 （ⅰ）従来型個室 （ⅱ）多床室 

機能 従来型 従来型 従来型 従来型 

要支援１  532→   ５３４  589→   ５９１  532→   ５３４  589→   ５９１ 

要支援２  666→   ６６８  744→   ７４６  666→   ６６８  744→   ７４６ 

要介護１  700→   ７０２  805→   ８０７  700→   ７０２  805→   ８０７ 

要介護２  804→   ８０６  910→   ９１３  804→   ８０６  910→   ９１３ 

要介護３  947→   ９５０ 1,052→ １,０５５  907→   ９１０   1,012→ １,０１５ 

要介護４ 1,033→ １,０３６ 1,139→ １,１４３  994→   ９９７   1,098→ １,１０１ 

要介護５ 1,120→ １,１２３ 1,225→ １,２２９ 1,080→ １,０８３   1,186→ １,１９０ 

 特定病院療養病床短期入所療養介護費（日帰りショート）（機能・要介護度に関係なく同単位数）要介護のみ 

３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

654→６５６ 905→９０８ 1,257→１,２６１ 

 

●特定診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ）（１日につき） 

重度療養管理 １２３→１２５ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 
加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参

照） 

 

 

（2）療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅰ・Ⅱ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）] 
 

看護単位 （Ⅰ）６：１看護＋４：１介護 （Ⅱ）８：１看護＋４：１介護 

病室種別 
（Ⅰ）（ⅰ）従来型個

室 
（Ⅰ）（ⅱ）多床室 （Ⅱ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅱ）（ⅱ）多床室 

機能 従来型 従来型 従来型 従来型 

要介護１  650→  ６５４  755→  ７５９  650→  ６５４  755→  ７５９ 

要介護２  754→  ７５８  860→  ８６５  754→  ７５８  860→  ８６５ 

要介護３  897→  ９０２ 1,002→ １,００８  857→  ８６２  962→  ９６８ 

要介護４  983→  ９８９ 1,089→ １,０９５  944→  ９５０ 1,048→ １,０５４ 

要介護５ 1,070→ １,０７６ 1,175→ １,１８２ 1,030→ １,０３６ 1,136→ １,１４３ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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３．介護療養型医療施設（診療所）  

※特定診療費の重度療養管理及び介護職員等特定処遇改善加算の新設以外に、加算・減算に変更はない。 

 

３－１．診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）、診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）＜看護６：１＋介護６：１＞ 

 

（１）診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 【従来型個室】 

機能 （Ⅰ）（ⅰ）従来型 （Ⅰ）（ⅱ）療養機能強化型 A （Ⅰ）（ⅲ）療養機能強化型 B 

要支援１ 507→  ５０９ 534→  ５３６ 525→  ５２７ 

要支援２ 637→  ６３９ 664→  ６６６ 655→  ６５７ 

要介護１ 673→  ６７５ 700→  ７０２ 691→  ６９３ 

要介護２ 722→  ７２４ 752→  ７５４ 741→  ７４３ 

要介護３ 770→  ７７２ 802→  ８０４ 791→  ７９３ 

要介護４ 818→  ８２１ 852→  ８５５ 840→  ８４３ 

要介護５ 867→  ８７０ 903→  ９０６ 890→  ８９３ 

病室種別 【多床室】 

機能 （Ⅰ）（ⅳ）従来型 （Ⅰ）（ⅴ）療養機能強化型 A （Ⅰ）（ⅵ）療養機能強化型 B 

要支援１ 564→  ５６６ 596→  ５９８  585→   ５８７ 

要支援２ 715→  ７１７ 747→  ７４９  736→   ７３８ 

要介護１ 777→  ７７９ 809→  ８１１  798→   ８００ 

要介護２ 825→  ８２８ 860→  ８６３  848→   ８５１ 

要介護３ 875→  ８７８ 911→  ９１４  898→  ９０１ 

要介護４ 922→  ９２５ 961→  ９６４  947→   ９５０ 

要介護５ 971→  ９７４ 1,012→１,０１５  998→ １,００１ 

病室種別 ユニット型個室・ユニット型個室的多床室 

機能 （Ⅰ）（Ⅳ）従来型 （Ⅱ）（Ⅴ）療養機能強化型 A （Ⅲ）（Ⅵ）療養機能強化型 B 

要支援１ 589→  ５９１ 616→  ６１８  607→  ６０９ 

要支援２ 742→  ７４４ 769→  ７７１  760→  ７６２ 

要介護１ 798→  ８００ 825→  ８２８  816→  ８１８ 

要介護２ 847→  ８５０ 877→  ８８０  866→  ８６９ 

要介護３ 895→  ８９８ 927→  ９３０  916→  ９１９ 

要介護４ 943→  ９４６ 977→  ９８０  965→  ９６８ 

要介護５ 992→  ９９５ 1,028→１,０３１ 1,015→ １,０１８ 

 特定診療所短期入所療養介護費（日帰りショート）（機能・要介護度に関係なく同単位数）要介護のみ 

３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

654→６５６ 905→９０８ 1,257→１,２６１ 

 

●特定診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき） 

重度療養管理      １２３→    １２５ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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（２）診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 【従来型個室】 

機能 （Ⅰ）（ⅰ）従来型 （Ⅰ）（ⅱ）療養機能強化型 A （Ⅰ）（ⅲ）療養機能強化型 B 

要介護１ 6２3→  ６２７ 650→  ６５４ 641→  ６４５ 

要介護２ 672→  ６７６ 702→  ７０６ 691→  ６９５ 

要介護３ 720→  ７２４ 752→  ７５６ 741→  ７４５ 

要介護４ 768→  ７７２ 802→  ８０７ 790→  ７９５ 

要介護５ 817→  ８２２ 853→  ８５８ 840→  ８４５ 

病室種別 【多床室】 

機能 （Ⅰ）（ⅳ）従来型 （Ⅰ）（ⅴ）療養機能強化型 A （Ⅰ）（ⅵ）療養機能強化型 B 

要介護１ 727→  ７３１ 759→  ７６３ 748→  ７５２ 

要介護２ 775→  ７８０ 810→  ８１５ 798→  ８０３ 

要介護３ 825→  ８３０ 861→  ８６６ 848→  ８５３ 

要介護４ 872→  ８７７ 911→  ９１６ 897→  ９０２ 

要介護５ 921→  ９２６ 962→  ９６８ 948→  ９５４ 

病室種別 ユニット型個室・ユニット型個室的多床室 

機能 （Ⅰ）（Ⅳ）従来型 （Ⅱ）（Ⅴ）療養機能強化型 A （Ⅲ）（Ⅵ）療養機能強化型 B 

要介護１ 748→  ７５２ 775→  ７８０ 766→  ７７０ 

要介護２ 797→  ８０２ 827→  ８３２ 816→  ８２１ 

要介護３ 845→  ８５０ 877→  ８８２ 866→  ８７１ 

要介護４ 893→  ８９８ 927→  ９３２ 915→  ９２０ 

要介護５ 942→  ９４７ 978→  ９８４ 965→  ９７１ 

   

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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３－２．診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）、診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）           

＜看護＋介護３：１＞ 

 

（１）診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

診療所短期入所療養介護費（Ⅱ） 

特定診療所短期入所療養介護費 

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単

位） 

病室種別 (Ⅱ)（ⅰ）従来型個室 (Ⅱ)（ⅱ）多床室 ３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

８時間未満 機能 従来型 従来型 

要支援１ 451→ ４５２ 514→  ５１６ 
要支援は、算定不可 

要支援２ 563→ ５６５ 649→  ６５１ 

要介護１ 596→ ５９８ 702→  ７０４ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０８ 

1,257 

↓ 

１,２６１ 

要介護２ 640→ ６４２ 745→  ７４７ 

要介護３ 683→ ６８５ 789→  ７９１ 

要介護４ 728→ ７３０ 832→  ８３５ 

要介護５ 771→ ７７３ 876→  ８７９ 

 

●特定診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）  

重度療養管理      １２３→    １２５ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 

（２）診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）] 
 

診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ） 

病室種類 (Ⅱ)（ⅰ）従来型個室 (Ⅱ)（ⅱ）多床室 

機能 従来型 従来型 

要介護１ 546→ ５４９ 652→ ６５６ 

要介護２ 590→ ５９３ 695→ ６９９ 

要介護３ 633→ ６３７ 739→ ７４３ 

要介護４ 678→ ６８２ 782→ ７８７ 

要介護５ 721→ ７２５ 826→ ８３１ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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４．介護療養型医療施設（認知症疾患療養病棟）  

※特定診療費の重度療養管理及び介護職員等特定処遇改善加算の新設以外に、加算・減算に変更はない。 
 

＜凡例＞ 認知症疾患型短期入所療養介護（Ⅰ）／認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ）（看護３：

１＋介護６：１）は省略 

 

４－１．認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅱ） 

＜看護４：１＋介護４：１＞                        

 

（１）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 
認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ） ユニット型（Ⅱ）（ⅰ）（ⅱ） 

ユニット型個室・ユニット型個室的多床室 （Ⅱ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅱ）（ⅱ）多床室 

要支援１  750→    ７５２  808→   ８１０ 832→   ８３４ 

要支援２  919→    ９２２  998→ １,００１ 1,024→ １,０２７ 

要介護１  962→    ９６５ 1,068→ １,０７１ 1,088→ １,０９１ 

要介護２ 1,029→ １,０３２ 1,135→ １,１３８ 1,155→ １,１５８ 

要介護３ 1,097→ １,１００ 1,201→ １,２０４ 1,223→ １,２２６ 

要介護４ 1,164→ １,１６７ 1,270→ １,２７４ 1,290→ １,２９４ 

要介護５ 1,230→ １,２３３ 1,336→ １,３４０ 1,356→ １,３６０ 

 特定認知症疾患型短期入所療養介護費（日帰りショート）（機能・要介護度に関係なく同単位数）要介護のみ 

３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

654→６５６ 905→９０７ 1,257→１,２６０ 

 

●特定診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）  

重度療養管理      １２３→    １２５ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

（２）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅱ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 
認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅱ） ユニット型（Ⅱ）（ⅰ）（ⅱ） 

ユニット型個室・ユニット型個室的多床室 （Ⅱ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅱ）（ⅱ）多床室 

要介護１  ９１２→    ９１７ 1,018→ １,０２４ 1,038→ １,０４４ 

要介護２  ９７９→    ９８５ 1,085→ １,０９１ 1,105→ １,１１１ 

要介護３ 1,047→ １,０５３ 1,151→ １,１５８ 1,173→ １,１８０ 

要介護４ 1,114→ １,１２０ 1,220→ １,２２７ 1,240→ １,２４７ 

要介護５ 1,180→ １,１８７ 1,286→ １,２９３ 1,306→ １,３１４ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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４－２．認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅲ）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ） 

＜看護４：１＋介護５：１＞  

               

（１）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅲ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 

認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅲ） 

特定認知症疾患型短期入所療養介護費 

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単

位） 

(Ⅲ)（ⅰ）従来型個室 (Ⅲ)（ⅱ）多床室 
３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

８時間未満 

要支援１   728→  ７３０  786→  ７８８ 
要支援は、算定不可 

要支援２   892→  ８９４  971→  ９７４ 

要介護１   934→  ９３７ 1,040→１,０４３ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０７ 

1,257 

↓ 

１,２６０ 

要介護２  1,000→１,００３ 1,105→１,１０８ 

要介護３ 1,065→１,０６８ 1,171→１,１７４ 

要介護４ 1,130→１,１３３ 1,236→１,２３９ 

要介護５ 1,195→１,１９８ 1,300→１,３０４ 

 

●特定診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）   

重度療養管理      １２３→    １２５ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 

 

（２）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 
認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ） 

(Ⅲ)（ⅰ）従来型個室 (Ⅲ)（ⅱ）多床室 

要介護１ 884→ ８８９ 990→ ９９６ 

要介護２ 950→ ９５６ 1,055→１,０６１ 

要介護３ 1,015→１,０２１ 1,121→１,１２８ 

要介護４ 1,080→１,０８６ 1,186→１,１９３ 

要介護５ 1,145→１,１５２ 1,250→１,２５７ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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４－３．認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ） 

＜看護４：１＋介護６：１＞  

                      

（１）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 

認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ） 

特定認知症疾患型短期入所療養介護費 

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単

位） 

(Ⅳ)（ⅰ）従来型個室 (Ⅳ)（ⅱ）多床室 
３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

８時間未満 

要支援１  716→  ７１８  773→  ７７５ 
要支援は、算定不可 

要支援２  876→  ８７８  955→  ９５８ 

要介護１  919→  ９２２ 1,024→１,０２７ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０７ 

1,257 

↓ 

１,２６０ 

要介護２  983→  ９８６ 1,089→１,０９２ 

要介護３ 1,047→１,０５０ 1,152→１,１５５ 

要介護４ 1,111→１,１１４ 1,217→１,２２０ 

要介護５ 1,175→１,１７８ 1,280→１,２８４ 

 

●特定診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）  

重度療養管理      １２３→    １２５ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 

（２）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 
認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ） 

(Ⅳ)（ⅰ）従来型個室 (Ⅳ)（ⅱ）多床室 

要介護１  869→   ８７４  974→   ９８０ 

要介護２  933→   ９３８ 1,039→ １,０４５ 

要介護３  997→ １,００３ 1,102→ １,１０８ 

要介護４ 1,061→ １,０６７ 1,167→ １,１７４ 

要介護５ 1,125→ １,１３２ 1,230→ １,２３７ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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４－４．認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ） 

＜看護５：１（介護含めて４：１）＋介護６：１＞  

 

（１）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 

認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ） 

特定認知症疾患型短期入所療養介護費 

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単

位） 

(Ⅴ)（ⅰ）従来型個室 (Ⅴ)（ⅱ）多床室 
３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

８時間未満 

要支援１  656→  ６５８  763→  ７６５ 
要支援は、算定不可 

要支援２  817→  ８１９  918→  ９２１ 

要介護１  860→  ８６２  966→  ９６９ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０７ 

1,257 

↓ 

１,２６０ 

要介護２  924→  ９２７ 1,029→１,０３２ 

要介護３  988→  ９９１ 1,094→１,０９７ 

要介護４ 1,052→１,０５５ 1,158→１,１６１ 

要介護５ 1,116→１,１１９ 1,221→１,２２４ 

 

 

●特定診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）  

重度療養管理      １２３→    １２５ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 

（２）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種類 
認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ） 

（Ⅴ)（ⅰ）従来型個室 (Ⅴ)（ⅱ）多床室 

要介護１  810→  ８１５  916→   ９２１ 

要介護２  874→  ８７９  979→   ９８５ 

要介護３  938→  ９４３ 1,044→１,０５０ 

要介護４ 1,002→１,００８ 1,108→１,１１４ 

要介護５ 1,066→１,０７２ 1,171→１,１７８ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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４－５．認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス

費＜看護５：１＋介護６：１＞  

 

（１）認知症疾患型経過型短期入所療養介護費（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 

認知症疾患型経過型短期入所療養介護費 

特定認知症疾患型短期入所療養介護費 

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単

位） 

(Ⅰ)従来型個室 （Ⅱ）多床室 
３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

８時間未満 

要支援１ 564→  ５６６  622→  ６２４ 
要支援は、算定不可 

要支援２ 725→  ７２７  804→  ８０６ 

要介護１  767→  ７６９  873→  ８７５ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０７ 

1,257 

↓ 

１,２６０ 

要介護２  830→  ８３２  936→  ９３９ 

要介護３  895→  ８９７ 1,000→１,００３ 

要介護４  959→  ９６２ 1,065→１,０６８ 

要介護５ 1,023→１,０２６ 1,128→１,１３１ 

 

●特定診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）  

重度療養管理      １２３→    １２５ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 
 

（２）認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 
認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費 

(Ⅰ)従来型個室 （Ⅱ）多床室 

要介護１ 717→  ７２１  823→   ８２８ 

要介護２ 780→  ７８５  886→   ８９１ 

要介護３ 845→  ８５０  950→   ９５６ 

要介護４ 909→   ９１４ 1,015→１,０２１ 

要介護５ 973→   ９７９ 1,078→１,０８４ 

 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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５．介護医療院  

※緊急時施設診療費の緊急時治療管理、特別診療費の重度療養管理及び介護職員等特定処遇改善加算の新設以外に、加算・減算に変更はない。 
 

５－１．Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅰ）、Ⅰ型介護医療院施設サービス費（Ⅰ）      

＜看護６：１（看護師比率２割）＋介護４：１＞ ＜定員 19人以下の併設型小規模の場合は、看護６：１＋介護６：１で看護師比率要件なし＞  
 

（１）Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅰ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅰ） ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅰ） 

（Ⅰ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅰ）（ⅱ）多床室 （Ⅰ）（ⅰ）ユニット型個室、（Ⅰ）（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要支援１  576→  ５７８  637→  ６３９  658→  ６６０ 

要支援２  710→  ７１２  792→  ７９４  815→  ８１８ 

要介護１  744→  ７４６  853→  ８５６  870→  ８７３ 

要介護２  852→  ８５５  961→  ９６４  978→  ９８１ 

要介護３ 1,085→ １,０８８ 1,194→ １,１９８ 1,211→ １,２１５ 

要介護４ 1,184→ １,１８８ 1,293→ １,２９７ 1,310→ １,３１４ 

要介護５ 1,273→ １,２７７ 1,382→ １,３８６ 1,399→ １,４０３ 

 特定介護医療院短期入所療養介護費（日帰りショート）（機能・要介護度に関係なく同単位数）要介護のみ 

３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

654→６５６ 905→９０８ 1,257→１,２６１ 
 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
  

●特別診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）  

重度療養管理      １２３→    １２５ 
  

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

（２）Ⅰ型介護医療院施設サービス費（Ⅰ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]   
 

病室種別 
Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ） ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ） 

（Ⅰ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅰ）（ⅱ）多床室 （Ⅰ）（ⅰ）ユニット型個室、（Ⅰ）（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要介護１  694→   ６９８  ８０３→  ８０８  820→  ８２５ 

要介護２  ８０２→   ８０７  ９１１→  ９１６  928→  ９３３ 

要介護３ 1,035→ １，０４１ 1,144→ １,１５１ 1,161→ １,１６８ 

要介護４ 1,134→ １，１４１ 1,243→ １,２５０ 1,260→ １,２６７ 

要介護５ 1,233→ １，２３０ 1,332→ １,３４０ 1,349→ １,３５７ 
  

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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５－２．Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅱ）、Ⅰ型介護医療院施設サービス費（Ⅱ）   

＜看護６：１（看護師比率２割）＋介護４：１＞ ＜定員 19人以下の併設型小規模の場合は、看護６：１＋介護６：１で看護師比率要件なし＞  

 

（１）Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅱ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅱ） ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅱ） 

（Ⅱ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅱ）（ⅱ）多床室 (Ⅱ)（ⅰ）ユニット型個室、(Ⅱ)（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要支援１  566→  ５６８  625→  ６２７  648→  ６５０ 

要支援２  700→  ７０２  780→  ７８２  805→  ８０８ 

要介護１  734→  ７３６  841→  ８４４  860→  ８６３ 

要介護２  840→  ８４３  948→  ９５１  966→  ９６９ 

要介護３ 1,070→ １,０７３ 1,177→ １,１８１ 1,196→ １,２００ 

要介護４ 1,167→ １,１７１ 1,274→ １,２７８ 1,293→ １,２９７ 

要介護５ 1,255→ １,２５９ 1,362→ １,３６６ 1,381→ １,３８５ 

 特定介護医療院短期入所療養介護費（日帰りショート）（機能・要介護度に関係なく同単位数）要介護のみ 

３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

654→６５６ 905→９０８ 1,257→１,２６１ 
 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
  

●特別診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）  

重度療養管理      １２３→    １２５ 
  

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 

（２）Ⅰ型介護医療院施設サービス費（Ⅱ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]   
 

病室種別 
Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅱ） ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅱ） 

（Ⅱ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅱ）（ⅱ）多床室 （Ⅱ）（ⅰ）ユニット型個室、（Ⅱ）（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要介護１  ６８４→  ６８８  ７９１→  ７９６  810→  ８１５ 

要介護２  ７９０→  ７９５  ８９８→  ９０３  916→  ９２１ 

要介護３ 1,０２０→ １,０２６ 1,１２７→ １,１３４ 1,146→ １,１５３ 

要介護４ 1,１１７→ １,１２４ 1,２２４→ １,２３１ 1,243→ １,２５０ 

要介護５ 1,205→ １,２１２ 1,312→ １,３２０ 1,331→ １,３３９ 
  

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
 

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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５－３．Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅲ）、Ⅰ型介護医療院施設サービス費（Ⅲ）    

＜看護６：１（看護師比率２割）＋介護５：１＞  

 

（１）Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅲ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）]   
 

Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅲ） 

特定介護医療院短期入所療養介護費 

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単

位） 

病室種別 （Ⅲ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅲ）（ⅱ）多床室 
３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

８時間未満 

要支援１  550→  ５５２  609→  ６１１ 
要支援は、算定不可 

要支援２  684→  ６８６  764→  ７６６ 

要介護１  718→  ７２０  825→  ８２８ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０８ 

1,257 

↓ 

１,２６１ 

要介護２  824→  ８２７  932→  ９３５ 

要介護３ 1,054→１,０５７ 1,161→１,１６５ 

要介護４ 1,151→１,１５５ 1,258→１,２６２ 

要介護５ 1,239→１,２４３ 1,346→１,３５０ 
 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
  

●特別診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）  

重度療養管理      １２３→    １２５ 
  

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

（２）Ⅰ型介護医療院施設サービス費（Ⅲ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]   
 

病室種別 
Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅲ） 

（Ⅲ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅱ）（ⅱ）多床室 

要介護１  ６６８→  ６７２  775→  ７８０ 

要介護２  ７７４→  ７７９  882→  ８８７ 

要介護３ 1,００４→ １,０１０ 1,111→ １,１１７ 

要介護４ 1,１０１→ １,１０７ 1,208→ １,２１５ 

要介護５ 1,189→ １,１９６ 1,296→ １,３０４ 

 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
  

  

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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５－４．Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅰ）、Ⅱ型介護医療院施設サービス費（Ⅰ）   

＜看護６：１＋介護４：１で看護師比率要件なし＞＜定員 19人以下の併設型小規模の場合は、看護６：１＋介護６：１で看護師比率要件なし＞  

 

（１）Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅰ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅰ） ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費 

（Ⅰ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅰ）（ⅱ）多床室 （ⅰ）ユニット型個室、（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要支援１  549→  ５５１  610→  ６１２  672→  ６７４ 

要支援２  672→  ６７４  754→  ７５６  818→  ８２１ 

要介護１  699→  ７０１  808→  ８１０  869→  ８７２ 

要介護２  793→  ７９５  902→  ９０５  969→  ９７２ 

要介護３  997→ １,０００ 1,106→ １,１０９ 1,185→ １,１８９ 

要介護４ 1,084→ １,０８７ 1,193→ １,１９７ 1,277→ １,２８１ 

要介護５ 1,162→ １,１６６ 1,271→ １,２７５ 1,360→ １,３６４ 

 特定介護医療院短期入所療養介護費（日帰りショート）（機能・要介護度に関係なく同単位数）要介護のみ 

３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

654→６５６ 905→９０８ 1,257→１,２６１ 
 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
  

●特別診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）  

重度療養管理      １２３→    １２５ 
  

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

（２）Ⅱ型介護医療院施設サービス費（Ⅰ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]   
 

病室種別 

Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ） ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費 

（Ⅰ）（ⅰ）従来型個

室 
（Ⅰ）（ⅱ）多床室 （ⅰ）ユニット型個室、（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要介護１  ６４９→  ６５３  758→  ７６２  819→  ８２４ 

要介護２  ７４３→  ７４７  852→  ８５７  919→  ９２４ 

要介護３  ９４７→   ９５３ 1,056→ １,０６２ 1,135→ １,１４２ 

要介護４ 1,０３４→ １,０４０ 1,143→ １,１５０ 1,227→ １,２３４ 

要介護５ 1,112→ １,１１８ 1,221→ １,２２８ 1,310→ １,３１８ 

 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
  

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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５－５．Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅱ）、Ⅱ型介護医療院施設サービス費（Ⅱ）   

＜看護６：１＋介護５：１で看護師比率要件なし＞  

 

（１）Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅱ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）]   
 

Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅱ） 

特定介護医療院短期入所療養介護費 

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単

位） 

病室種別 （Ⅱ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅱ）（ⅱ）多床室 
３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

８時間未満 

要支援１  533→  ５３５  594→  ５９６ 
要支援は、算定不可 

要支援２  656→  ６５８  738→  ７４０ 

要介護１  683→  ６８５  792→  ７９４ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０８ 

1,257 

↓ 

１,２６１ 

要介護２  777→  ７７９  886→  ８８９ 

要介護３  981→   ９８４ 1,090→ １,０９３ 

要介護４ 1,068→ １,０７１ 1,177→ １,１８１ 

要介護５ 1,146→ １,１５０ 1,255→ １,２５９ 
 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
  

●特別診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）   

重度療養管理      １２３→    １２５ 
  

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 

（２）Ⅱ型介護医療院施設サービス費（Ⅱ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]   
 

病室種別 
Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅱ） 

（Ⅱ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅱ）（ⅱ）多床室 

要介護１  633→  ６３７  742→  ７４６ 

要介護２  727→  ７３１  836→  ８４１ 

要介護３  931→  ９３６ 1,040→ １,０４６ 

要介護４ 1,018→ １,０２４ 1,127→ １,１３４ 

要介護５ 1,096→ １,１０２ 1,205→ １,２１２ 
 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
   

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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５－６．Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅲ）、Ⅱ型介護医療院施設サービス費（Ⅲ）   

＜看護６：１＋介護６：１で看護師比率要件なし＞  
 

（１）Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅲ）（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）]   
 

病室種別 

Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（Ⅲ） 

特定介護医療院短期入所療養介護費 

（日帰りショート）（機能・介護度に関係なく同単

位） 

（Ⅲ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅲ）（ⅱ）多床室 
３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

８時間未満 

要支援１  522→  ５２４  583→  ５８５ 
要支援は、算定不可 

要支援２  645→  ６４７  727→  ７２９ 

要介護１  672→  ６７４  781→  ７８３ 

654 

↓ 

６５６ 

905 

↓ 

９０８ 

1,257 

↓ 

１,２６１ 

要介護２  766→  ７６８  875→  ８７８ 

要介護３  970→  ９７３ 1,079→ １,０８２ 

要介護４ 1,057→ １,０６０ 1,166→ １,１７０ 

要介護５ 1,135→ １,１３８ 1,244→ １,２４８ 
 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
  

●特別診療費の重度療養管理（短期入所で、要介護４又は５のみ） （１日につき）   

重度療養管理      １２３→    １２５ 
  

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 

（２）Ⅱ型介護医療院施設サービス費（Ⅲ）（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]   
 

病室種別 
Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅲ） 

（Ⅲ）（ⅰ）従来型個室 （Ⅲ）（ⅱ）多床室 

要介護１  622→  ６２６  731→  ７３５ 

要介護２  716→  ７２０  825→  ８３０ 

要介護３  920→   ９２５ 1,029→ １,０３５ 

要介護４ 1,007→ １,０１３ 1,116→ １,１２３ 

要介護５ 1,085→ １,０９１ 1,194→ １,２０１ 
 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
   

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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５－７．Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費、Ⅰ型特別介護医療院施設サービス費     

＜看護６：１（看護師比率２割）＋介護５：１＞ ＜定員 19人以下の併設型小規模の場合は、看護６：１＋介護６：１で看護師比率要件なし＞  

 

（１）Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 
Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費 ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費 

（ⅰ）従来型個室 （ⅱ）多床室 （ⅰ）ユニット型個室、（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要支援１  523→  ５２５  579→  ５８１  616→  ６１８ 

要支援２  650→  ６５２  726→  ７２８  765→  ７６７ 

要介護１  685→  ６８７  786→  ７８８  820→  ８２３ 

要介護２  785→  ７８７  888→  ８９１  920→  ９２３ 

要介護３ 1,004→ １,００７ 1,105→ １,１０８ 1,139→ １,１４３ 

要介護４ 1,096→ １,０９９ 1,198→ １,２０２ 1,231→ １,２３５ 

要介護５ 1,180→ １,１８４ 1,281→ １,２８５ 1,314→ １,３１８ 

 特定介護医療院短期入所療養介護費（日帰りショート）（機能・要介護度に関係なく同単位数）要介護のみ 

３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

654→６５６ 905→９０８ 1,257→１,２６１ 
 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
   

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 

（２）Ⅰ型特別介護医療院施設サービス費（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]   
 

病室種別 
Ⅰ型特別介護医療院サービス費 ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費 

（ⅰ）従来型個室 （ⅱ）多床室 （ⅰ）ユニット型個室、（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要介護１  635→  ６３９  736→  ７４０  770→  ７７４ 

要介護２  735→  ７３９  838→  ８４３  870→  ８７５ 

要介護３  954→  ９６０ 1,055→ １,０６１ 1,089→ １,０９５ 

要介護４ 1,046→ １,０５２ 1,148→ １,１５５ 1,181→ １,１８８ 

要介護５ 1,130→ １,１３７ 1,231→ １,２３８ 1,264→ １,２７１ 
 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
  

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 
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５－８．Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費、Ⅱ型特別介護医療院施設サービス費     

＜看護６：１＋介護６：１で看護師比率要件なし＞  

 

（１）Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費（短期入所）[要支援・要介護の単位数（１日につき）] 
 

病室種別 
Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費 ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費 

（ⅰ）従来型個室 （ⅱ）多床室 （ⅰ）ユニット型個室、（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要支援１  498→  ５００  556→  ５５８  641→  ６４３ 

要支援２  615→  ６１７  693→  ６９５  779→  ７８１ 

要介護１  640→  ６４２  744→  ７４６  828→  ８３１ 

要介護２  730→  ７３２  834→  ８３７  923→  ９２６ 

要介護３  924→  ９２７ 1,028→ １,０３１ 1,128→ １,１３１ 

要介護４ 1,007→ １,０１０ 1,110→ １,１１３ 1,216→ １,２２０ 

要介護５ 1,081→ １,０８４ 1,184→ １,１８８ 1,294→ １,２９８ 

 特定介護医療院短期入所療養介護費（日帰りショート）（機能・要介護度に関係なく同単位数）要介護のみ 

３時間以上４時間未満 ４時間以上６時間未満 ６時間以上８時間未満 

654→６５６ 905→９０８ 1,257→１,２６１ 
 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
   

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

（２）Ⅱ型特別介護医療院施設サービス費（施設サービス）[要介護の単位数（１日につき）]    
  

病室種別 
Ⅱ型特別介護医療院サービス費 ユニットⅡ型特別介護医療院サービス費 

（ⅰ）従来型個室 （ⅱ）多床室 （ⅰ）ユニット型個室、（ⅱ）ユニット型個室的多床室 

要介護１  590→  ５９３  694→  ６９８  778→  ７８３ 

要介護２  680→  ６８４  784→  ７８９  873→  ８７８ 

要介護３  874→   ８７９  978→   ９８４ 1,078→ １,０８４ 

要介護４  957→   ９６３ 1,060→ １,０６６ 1,166→ １,１７３ 

要介護５ 1,031→ １,０３７ 1,134→ １,１４１ 1,244→ １,２５１ 
 

 

●緊急時施設診療費の緊急時治療管理（１日につき）  

緊急時治療管理      511→    ５１８ 
   

●介護職員等特定処遇改善加算（新設）（１月につき）  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （新設）→算定単位数の1000分の15加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （新設）→算定単位数の1000分の11加算 

加算要件・分配規定 加算要件・分配規定とも介護予防通所リハビリと同じ（➡P５参照） 

 

 

 

 



    

32 

 

６．特定入所者介護（支援）サービス費（食費・居住費の軽減）  

 
 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院における「特定入所者介護（支援）サービス

費」（食費・居住費の軽減）に関し、「厚生労働大臣が定める基準費用額」が下記の通り変更となる。 

 負担限度額に変更はない。 

 なお、特別養護老人ホームについては省略する。 

 

１．居住費 

 
厚労大臣の定める 

基準費用額 

負担限度額 

利用者区分 

第１段階 

利用者区分 

第２段階 

利用者区分 

第３段階 

ユニット型個室 1,970→２，００６円 ８２０  ８２０ １，３１０ 

ユニット型個室的多床室 1,640→１，６６８円 ４９０ ４９０ １，３１０ 

従来型個室 1,640→１，６６８円 ４９０ ４９０ １，３１０ 

多床室  370→  ３７７円 ０ ３７０ ３７０ 

 

２．食費 

 
厚労大臣の定める 

基準費用額 

負担限度額 

利用者区分 

第１段階 

利用者区分 

第２段階 

利用者区分 

第３段階 

病室に関係なく 1,380→１，３９２円  ３００  ３９０ ６５０ 

 


